
 

 
 
 
 
 

雇用のトラブル まず相談 

～県労働委員会がＪＲ仙台駅などでＰＲを実施します～ 
 

１０月は、「個別労働関係紛争処理制度」周知月間です 
 

宮城県労働委員会は、労働者個人と事業主とのトラブル解決をお手伝いする「労働相談」や「あっせ

ん」等の個別労働関係紛争処理制度のＰＲ活動をＪＲ仙台駅などで行います。 

 ＪＲ仙台駅では、労働委員会委員と事務局職員約２０人が、ＰＲラベル付きのウェットティッシュ

を配布し、労働委員会の利用を呼びかけます。 

 「労働相談」や「あっせん」は、無料で利用できます。令和４年度、宮城県労働委員会には、９１３

件の労働相談が寄せられ、２件のあっせん申請がありました。 

 報道機関の皆様には、ぜひ取材していただき、報道くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、毎年１０月は、「個別労働関係紛争処理制度」周知月間として、全国の労働委員会でＰＲ活動

が行われます。 

記 

１ 街頭ＰＲ 

(１) 日時   令和５年１０月２日（月）午前８時１５分から午前９時１５分まで 

(２) 場所  ＪＲ仙台駅西口ペデストリアンデッキ及び東西自由通路 

(３) 内容 宮城県労働委員会の水野紀子会長ほか労働委員会委員と事務局職員が、労働委員会

のロゴ入りジャンパーを着用し、労働委員会ＰＲラベル付きのウェットティッシュ

１，５００個を通行中の方々に配布して、労働委員会の利用を呼びかけます。 
 

【令和元年度の街頭ＰＲの様子】 

２ 労働委員会制度ＰＲパネルの展示 

（１）展示場所 イ 宮城県庁２階 回廊（仙台市青葉区本町３－８－１） 

 ロ 宮城県図書館１階 エントランスホール（仙台市泉区紫山１－１－１） 

（２）展示期間 イ 令和５年１０月２日（月）から１０月６日（金）まで 

 ロ 令和５年１０月１４日（土）から１１月２日（木）まで 

※ 宮城県図書館の開館時間 

午前９時から午後７時まで（月曜休館。日曜は午後５時まで） 

（３）取組内容 個別労働関係紛争の「あっせん」制度や事例等を紹介するパネル１２枚を設置し

ます。また、上記ロの期間中、宮城県図書館３階では、労働関係の書籍の展示も

行われます。 

 

 

記 者 発 表 資 料 
令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ５ 日 
労働委員会事務局 審査調整課 調整班 
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